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開成中学校第1期工事費など…6月定例市議会

2億5，057万円を湖日，一般会計補正予算可決
予算総額24億6，223万円となる

承 認21議案を可決
地
下
水
問
題
に
活
発
な
論
議
展
開

早
急
に
地
下
水
対
策
協
議
会
設
置

完成した下庄小学校プール

計補正予算

補正額157万8千円を追加し、総額687

万円とした。この追加は木本簡易水道の

受託事業に伴う補正である。

6月定例会審議日程

本会議(会期の決定、議案上

程、提案理由の説明)

休 会

本会議(一般質問、追加議案

上程、説明、各案件委

員会付託)

委員会 (産業経済・建設常任

委員会)

委員会(教育民生 ・総務常任

委員会)

本会議 (各委員長報告、質疑、

討論、採決)

19日

20日

21日

22日

23日

18日

も な議案
費1，.142万5千円を追加本年度13，640mの

舗装延長となる。大桜排水381.6mの河

川改良費874万円。都市計画街路向島線

舗装工事費1，800万円(延長554m)、亀

山公園整備費135万8千円、教育機器備品

100万円、開成中学校第 1期建設工事費

5， 750万円、陽明中学校屋体工事費1，452

万円の追加、上庄公民館調理室建設工事

費160万円の増額、林道災害復旧工事費

947万2千円、など。

その財源の主なものは、

地方交付税1，600万円、交通安全対策特別

交付金271万2千円、分担金及負担金504

万円、国庫支出金5，189万9千円。県支出

金1，548万5千円、 基金利子118万5千円、

財政調整基金繰入金5，000万円、前年度か

らの繰越金7，473万4千円、 濁水補償金

1， 910万8千円、開成中学校建設借入金

1，680万円などo

v昭和48年度大野市簡易水道事業特別会

お
V昭和48年度大野市一般会計補正予算

今回の補正額は2億5，057万1千円を追

加し，24億6，223万5千円といたしました。

補正の主なものは次のとおり。

国家公務員等退職手当法の改正に伴う

退職手当386万8千円。 交通安全対策事

業歩道設置190万円 (584m)。開成中学校

建設積立金2，118万5千円、真名川 ダム濁

水補償金221万9千円、財政調整積立金

723万l千円、 7月l日から実施のゼロ歳

児医療費無料化による扶助費194万8千

円、重度心身障害者医療費無料化による

扶助費131万円、老人医療70歳以上の所

得制限撤廃に伴う扶助費66万円、開成・

亀山保育園両私立保育所措置費1，760万3

千円、北部保育所建設費の増額1，171万2

千円、休日診療の補助90万円、富田農免

道路舗装工事費254万7-千円を追加(1，000

mの舗装計画)、魚、止遊歩道500万円、道

路改良工事費2，718万円、道路舗装工事
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乳児・心身障害者医療費無料化等の条例可決

老人医療費(所得制限撤廃)の条例も

v大野市一般職の職員の勤務時間、休日

および休暇に関する条例の一部を改正

する条例

女子

問に延長したのが主なE改支正でで、ある。

V大野市職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例

国家公務員等退職手当法の一部改正に

準ずる長期勤続者の勧奨退職、公務外死

亡退職者に係る退職手当の引上げを行う

ものである。

V大野市廃棄物の処理および清掃に関す

る条例の一部を改正する条例

し尿くみ取手数料を他市との均衡を図

り適正料金に改めるため、 1R 28円を36

円に改正するもの。

V大野市乳児医療費の助成に関する条例

零歳児(満 1j義まで)に医療費の一部

を支給し、乳児保健の向上を図ることを

目的として、 7月!日から適用される。

医療費の助成対象は、国民健康保険法に

よる被保険者又は社会保険各法に規定す

る被扶養者でくD乳児の保護者であること

②本市の住民基本台帳又は外国人登録原

票に登載されてい る者③児童手当法によ

る所得額を超えない者(本人の所得額が

扶養者O人の場合152万2千5百円、扶養

者 i人加えるごとに14万円加算)

v大野市老齢者医療費の助成に関する条

例

昭和48年1月から国の制度として70歳

以上の老人に対して医療費を助成してい

るが、これには所得制限がある。この制

娘を撤廃し、支給対象外とな っている老

人に対しでも市単独で、医療費の一部を支

給し、老齢者の福祉増進を図る。7月!

日から適用。

v大野市重度心身障害者医療費の助成に

関する条例

重度心身障害者に医療費の一部を助成

するもので、その対象者は、市内に引続

き3カ月以上居住し、国民健康保険法に

よる被保険者、社会保険各法による被扶

養者のうち①身体障害者手帳の交付を受

けl級または2級に該当する者②重度精

薄者で大野市重症心身障害者福祉手当を

能指数が50以下)の者。 7月 l日から

適用o

v大野市道路線の認定について

近時住宅建設の著しい泉町地係の私道

を市道として認定するもので、生活環境

の向上を図る。

V大野市税賦課徴収条例の一部を改正す

る条例

地方税法の一部改正に伴い、新たに市

税の普通税として特別土地保有税が創設

日一In下の金額

l15万円を超える金額

40力.円 H

70万円 " " 5.0 

i∞万Pl " " 6.0 I 

I (以 下略)

を

されたもので、 土地又はその取得に対し、 I 30万円以下の金額 100分の2.0

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

当該土地の所有者又は取得者に課するも I 30万円を超える金額

の。なお土地に対して課する特別土地保 I 50万円

有税は、土地の所有者が所有する土地で I 80万円

昭和44年 1月10目前に取得したものにつ I 110万円

いては適用しない。又特別土地保有税の I (以下略)

税率は、土地に対して課する税にあ って

は100分の1.4、土地の取得に対して課す に改める。

る税にあ っては100分の3とする。なおこ

の適用は、 土地に対して課するものは昭

和49年度分から、土地の取得に対して課

するものは昭和48年7月1日以後の土地

の取得について適用する。面積が5，000

d未満については適用しない。

V林道黒谷河内線工事請負契約について

林道黒谷河内線民有林林道開設工事に

ついて 3，242万円で請負契約を締結する

もので、本年度で全線完成の予定である。

本年全線完成をめざす黒谷河内線

V専決処分の承認を求めることについて

(大野市賦課徴収条例の一部改正)

地方税法の改正に伴うもので、二の;主

なものは次のとお、り。

(1)障害者 ・未成年者 ・老年者又は寡婦

に対する市民税の非課税の限度額を38万

円を43万円に改める。

(3)固定資産税については住宅用地と非

住宅用地に分け、住宅用地の場合は、48

年49年は現行の負担調整を行うが、 50年

度からは評価額の2分の l課税とする措

置。

(4)固定資産税の免税点は、土地につい

ては8万円を15万円に、家屋については

5万円を 8万円に、償却資産については

30万円を 100万円に改め、この額lこj筒た

ない場合においては固定資産税を課さな

しミ。

(5J電気ガス税の税率は100分の 7を100

分の6に改める。

v大野市土地開発公社の経営状況報告に

ついて

昭和48年度大野市土地開発公社の事業

計画及び予算の報告で、 その予算総額は

2 i.i!，4， 675万円である。事業計画内容は

都市計画事業の問地取得17，760m'で約 l

億円、工業団地用地取得事業 120.000m' 

で l億円、 レク リエー ション施設用地取

得事業70，000m'で3，600万円などである。

これらの事業に要する資金の借入につμ

ては、 一般会計で損失補償を行っている。

V農業委員の推薦について

法律の規定により議会推薦の農業委員

会委員に;欠の方を推薦した。(敬称略)

0問中新一郎 0市地 問

受けている者@身体障害者手帳を受け3 (2)所得割の税率の金額区分を;欠のよう 0田中 新治 0南

0広瀬重孝

聾.

級に該当する者で、且つ精神薄弱者(知 に改める。



えておられるのか。

答.合併以来無住の地区になっている関

係上、いま だ全く 手がつけられていない。

ただ原里子のみ開発を進めている。しかし

今後真名川ダムの建設に伴い、西谷地区

l立大き くクローズア yプされようとして

いる。県道大野墨俣線の国道昇格、大谷

秋生大野線の整備、又モ ッカから荒島へ

通ずる大幹線林道の開発等今後大きく西

谷地区が発展されようとしている。 50年

の完成を目指している真名川 ダムの建設

と、大野墨俣線の国道昇格とをにらみあ

わせて逐次開発を進めてい きたい。
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市街地の水路、年次計画を樹立し

早急に改修せよ.'

問.市街地を流れる水路については、既

に長い年月がたち その破損は極めてひど

く、JlI底がえぐられ、危険性が多く見受

けられる。各家庭での汚水等が地下に浸

透し更に道路にも破損の状態が多くみら

れ、このような状況をみるとき市長の唱

える住みよいまち、環境のよいまちとい

えるか、早急に調査をされ、年次計画を

立て改修すべきと考えるがどうか。

答.市内の生活環境整備をするため、多

年まず道路を最重点として整備を行って

きたが、本年度にて市街地の舗装は完了

する予定である。当然次の計画として水

路を整備していきたい。市内を流れる水

路の問題については上流・下流の整備を

重点、と して力を入れてきた。善導寺川の

改修も終り、現在中野下水路の改修を行

っている。本年度は大桜用水の改修等を

計画している。市街地の水路については

部分的補修を行ってきたが、 今後この改

修についてはその実態を調査し、充分検

討した うえ整備を していきたい。

る。 これは市役所の中に診療所を設置し

て医師 ・看護婦を雇い上げ、診療事務を

市が直接行う方式である。医師会館等の

利用も考えたのであるが、これらについ

ては器具 ・器材に相当の経費がかかり市

が全部負担することは至難である。そご

で市が医師会に補助金を出して、医師会

が自主的に行っていく方式を考えたわけ

である。全国的にも例がないよう に思わ

れる。 7月 l日から28人の医師が2人交

代で行う予定であ るが、細部については

議会の議決をまって早急に契約を結び実

施していきたい。なお90万円の内容につ

いては直営方式のデーターを参考として

積算した。運営については市民の健康を

守る意味において充分医師会と打合せを

し、内容の充実についても努力していき

fこL、。
間. 今後週休二日制が実鈍されていく中

において、公立病院の建設に対して具体

的にどのよ うに考えているか。

答.公立病院の建設については基本構想

にも うたわれているが、現在は基本的に

は決定していない。病院の経営方式をど

のように行うか非常に重要な問題である。

医師会とタイアップして医師会経営方式

で行うか、市が単独で市立病院を建設す

るか二つの方式がある。しかし医師不足

等全国的にも問題となっていることでも

あり、慎重に考え研究していきたい。

土地開発公社の事業計画

工業団地用地の利用について

問.昭和48年度の土地開発公社の事業計

画の中に工業団地の用地取得が計上され

ているが、今後の運営について具体的に

伺いたい。

答.工業団地用地取得の計画として買収

面積12万m'、約 l億円の予算を計上して

いるが、この買収後の利用計画について

は市内の工業団地の育成に使用する か、

あるいは新規に工場誘致をするために使

用するか未定である。しかし今後工業団

地を促進するためには先行取得する必要

があり、又この用地を確保する過程にお

いて種々問題が生 じてくると思われるの

で、土地開発公社の理事会で協議し決定

していきたい。この事業計画の経営に対

する借入金の損失補償は、 一般会計にお

いて債務負担行為が必要で、あり、その都

度議会の皆さん方とも相談をしていき た

しミ。

市民の長年の願い

休日診療実現の方向ヘ

広大な土地をもっ無住の地

西谷の開発計画は

破損した市街地の水路

問. 昭和45年7月に旧西谷村と合併して

以来3年経過したが、市はこの広大な土

地を撫育、植林だけで今後維持されてい

くのか、何か利用方法があるように思わ

れるが、この開発について どのように考

問.医師の休日当番制については市民の

長年の願望であったが、今回ここによう

やく実現することになったことは誠に喜

ばしいことである。今日までの経過の中

で医師会と市との聞にどのような話し合

いがなされたのか、又この度の予算案の

中に90万円計上されているが、この内訳

等について伺いたい。

答.今回の一般会計補正予算案の中で、

休日診療に関する補助金として90万円計

上した。この休日診療の方法等について

は多くの資料を取り寄せ研究をしたが、

市が直接行っている方式が多いようであ
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基盤整備と地下水の関係はどうか
早急に協議会設置ヘ

間.市長は市の上水道計画について地下 上水道計画では l日に l万5千 tの水量

水利用により実施したいとの意向である を考えているが、 飲料水等で使用する水

が、地下水の水量等について調査されて

の考えと思われるが結果について伺いた

い。又ある市において地下水利用のため

地盤沈下が起こり、現在行政指導を行う

とともにダム利用を考えていると聞いて

いるが、これらを考えるとき地下水利用

に問題があ ると思われるが、この点どの

ように考えているか。

答.上水道の基本的な計画は、昨年度の

基本計画策定において清滝川の周辺に11

本の井戸を堀り地下水を利用して行う計

画である。真名川ダム等の水を直接利用

する ことは相当の経費を要し、地下水利

用の方法が有利ではないかと考えている。

現在市の地下水使用量は工場関係が6万

t-6万5千 t程度、一般市民の使用量

がl万3千 tではないかと予想される。

この場合地下水の水量がどれだけあるか、

昭和47年度に約700万円の経費をかけ賦

存量調査を行い、 更に県施行の地下水実

態調査を行ったが、この調査のみでは市

全体の地下水の賦存量を確定するこ とは

困難で、ある。本年度約690万円の予算を

計上したが、この調査が終了した段階に

おいてデーターを集計し、地下水がどれ

だけ活用でき るか考えていく必要がある。

量は1日l万3千 t程度ではないかと思わ

れる。 しかし今後工場関係の使用量が最

大の課題であ り、観測の結果をま って総

合的判断の上に立って考えていき たい。

問.地下水利用の場合、各家庭が果して

上水道を利用するか疑問に思われ‘るが。

答.部分的に地 下水が低下している。多

くの家庭は5.0晴可後で水を使用してきた。

しかし地下水位の低下により11m前後に

した所が多い。 この場合家庭のホームポ

ンプにも限界があり11mが限度である と

考える。11m以上となると 多額の経費が

必要となり、個人的に行うことは困難の

ように思われる。しかし今後水の使用量

は文化生活の向上により急速に多くなる

ことが予想され、非常の場合等を考えホ

ームポンプと上水道をある程度併用し な

がら進めてい く必要があると思われる。

問.園場笠備と地下水の関係について伺

いたしミ。 本年度の基盤整備の予算が減額

され、当初計画された年数では完了し な

いように思われるが、この場合基盤整備が

遅れること により 、市街地の地下水に今

後大きく 軍兵響してく るように思われるが。

答.ご指摘のとおり地下水に影響がある

と思われる。 市街地の上流地帯である木
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地下水の実態調査

本開拓、 上庄地区の回の水が地下水に深

い関係がある と考えられる。例えば上庄

地区l，100haと木本200haの合計1，300ha 

に、平均3cmの水をあてるとすると30万 t

の水の量が回にたま っているこ とになる。

仮に土地改良の排水の反復利用を引用す

ると 3分の lが地下に浸透すると考えら

れる。しかし ここで問題になるのは、基

盤整備の際の機械施行による田の床締め

等の関係により 、地下浸透の量が2害1]台

に落ちるのではないかと思われる。その

場合2万 tが地下に浸透すると考えられ

るが、将来とも続くわけではなく 7-8

年ではないかと思う 。これら地 下水の問

題については各議員のかたがたから貴重

なるご指摘を受け、 又、種々問題が生 じ

てくると思われるので、i也下水を中心と

した対策協議会等を早急に設置し積極的

に取り事且んでいきたい。
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養鶏団地建設はどうなるのか

地元の強い反対状況のもと

行政を進める中で市民の方が、特に婦人 泉2市 l村の広域行政事務組合の中でじ

の方々が自覚をもって推進していくこと ん芥焼却場を建設すべき 90tの処理能力

が一番重要なことである。生活学校・婦 と約5億円余りの予算で行うよう計画し

間.養鶏団地の建設に対しては地冗の強 人会等で充分勉強をされていると信じて ている。 昨年以来この敷地につ

い反対等があり，昨年度は施行すること いる。今後ともこの消費者行政を強力に いては全力をあげて努力しているが、ご

が出来ず予算を繰り越し、本年度におい 推し進め行政指導を行っていき たい。 指摘のようにまだ進展がない。特に現従

ても今なお進展がないが、市長は今後ど 又、学校給食での使用については県か 公害問題について市民の意識が高まって

のような方針で望まれるのか、又見通 し らの指示により現在使用していない。 植 いる現在、 いかにして公害のない焼却場

について伺いたい。 物性のものを使用しているが、出来るだ を建設するかを理解していただくのに非

答.この団地計画については塚原地区に け化学洗剤は使用しないという原則のも 常な苦労を している現状である。しかし

用地を定め再三交渉を行ってきたが、地 とに、もし使用した場合は水洗い を完全 ながらことご、み処理の問題については、

えの強Lミ反対があり今日に至っている。 にすること、更に使用の際の洗剤の量に !日 としてゆるがせにするこ とができな

一方養鶏業者の方々は、あの土地が自分 ついて充分注意をするよう指示してい る。 いものであ り、その市のバロメー ターと

の土地であり場所的にも便利が良いと い 今まで調理技術を主体とした研修を行つ なることを念頭に入れ、全力をあげて早

うことで、建設に対して非常な意欲に燃 てきたが、今後基礎的な教養を主体とし 急に敷地を確保すべく努力していきたい。

えているわけである。市としてもこの中

に立ち住民の方々を説得する一方、早急

に方法を考えこの用地確保に養鶏業者の

方々と共に、又議員の皆さんの御協力御

指導をお願いし努力していきたい。

中性洗済の使用に対して

市はどのように対処していくのか

問.市販されている中性洗剤の主成分で

ある ABS等の融解性について、全国的

に問題となっているところであるが、こ

れら使用について市はどのように考え対

た研修あるいは講習を行い、子供の生命

と成長を守るという重要な使命観をもた

せ、今後と もこの問題について研究をし

対策を立てていき たい。

ごみ焼却場は観されるのか ? I 

問.ごみ焼却場の建設については日夜努

力されていると忠われるが、市長は当初

昭和47年度に敷地を確保し、昭和48年度

に着工するといわれながらいまだに何ら

進展がなし、。このような:1犬況に対してど

のように考えているのか。又、今後の見

処されてい くのか伺いたい。 通しについて伺いたい。

答.中性洗剤の問題については、消費者 答.この問題については大野・ 勝山 ・和

(委員会の活動|

-総務委員会

広域消防発足一一

一防犯活動の運営に万全を期せ

付記された議案12件、請願l件、陳情

2件についてはそれぞれ可決、採択し た。

請願18号地下水の確保については、近く

く地下水に関する協議会を設置してその

対策を樹立したいとの意向であり、主将

を了として採択した。

なお消防組織については、 7月l日か

ら大里子地区消防組合として発足し、広域

消防に関するすべては消防組合において

措置されるわけである。しかしながら防

犯等については、従来どおり単位市村に

おいて編成・活動される意向であ り、同

ーの署員があたる関係 r:その体系につい

て将来とも円f筒を欠くことのないよう運

営の万全を強く要請した。

-産業経済委員会

養鶏団地継続審査

付託された議案2件、請願l件、陳情

6f牛については、3青願 l件、陳情31↑を

継続審査とした外は可決・採択した。請

願19号養鶏団地の位置変更について、

陳情16号塚原地区(隣接)に養・鶏問地建

設反対について、陳情18号養鶏トH地建設

促進について、前回からの継続審査とな

っていた陳情8号養鶏[.fJ地設置反対につ

いての4件については、放生地区に建設

予定の養鶏団地につ いての請願 ・陳情で

あるが、一方においては建設に反対し、

現在のごみ焼却場

又、一方においては建設促進を訴えてお

り、内容こそ相反する主張であるが、養

鶏団地の建設にかかる重大な問題であり

今後市が工場誘致をする場合、又その他

の事業をする場所においても重大な影響

があると考えられるので、 8月末日まで

に双方話し合いの場を求め解決するよう

要望し継続審査とした。

-建設委員会

亀山公園整備は自然公園保存が原則

付託された議案3件、請願4件、陳情

4件については、陳情2件を継続審査・

不採択とした外はそれぞれ可決・採択し

た。

陳情4号新庄一束中線の早期着工につ

いては、地Jl:との土地問題等多 くの困難

な諸問題をかかえている現状にかんがみ

て再度続続審査とした。 陳情17号西里~tl

地共同浴均の修理費の助成については、

当初この浴場施設は旧西谷村の集団移住

に伴い建設されたものであり、昭和45年
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11月西里区に対して無償貸与し、現在ま

でも修理費について配慮しているが、市

が今後なお助成することは至当で、なく、

あくまで自主運営において行われるこ と

か望ましく思われるので不採択とした。

この委員会の審議の過程で問題となっ

た点は、亀山公園整備について予算計上

がなされているが、この公園整備につい

ては自然公園の状態で保存することが一

大原則であり、住民の自然を親しむ憩い

の場としてあくまで自然を生した公園と

して施行されるよ う要請した。

-教育民生委員会

清掃夫の待遇改善要望

付託された議案7件、請願 l件、陳情

4件については、陳情3件を継続審査と

した外はそれぞれ可決・ f采f尺した。

陳情11号西里町からの幼児保育所の建

設については、南部保育所建設とも関連

し総合的判断に立って計画施行する必要

があり、調査・検討を要するので継続審

査とした。

陳情13号県薬剤師会館・公衆衛生研究

所建設費の助成については、県下全体の

問題でもあり、市長会等で充分なる打合

せを行い、 他市との関連において行う必

市議会報大野

要があるので継続審査とした。

継続審査とな っていた陳情6号福井県

スモ ンの会への助成については、 厚生省

等国の方でいまだ態度がはっきりしてお

らず、他市と の関連か ら市長会等で国に

対して働き かけを要請し継続審査とした

た。

この委員会で審査の過程においての問

題点、は、調理員の待遇問題について、今
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回本採用の方向で予算措置がなされたこ

とについては敬意を表するものである が、

いま一つの問題として清掃夫の待遇につ

いてである。現在23名の清掃失に対して、

18名が正職員で7名が臨時職として雇用

されているとのこ とである が、市民サー

ビスに万全を期するうえか らも待遇改善

に善処方要望した。

昭和4昨産米価格等に関する意見書

生産者米価は、稲作農家と他産業従

事者との所得均衡を維持するうえに極

めて重大な意義をもっております。

しかるに政府の買い入れ価格は、昨

年においてわずかの値上げがあったと

はいえ、 44年からすえ置かれ、 近年の

物価、 労賃の大幅な上昇からすれば、

実質的には引き下げを強いられている

ことはまことに遺憾であります。

更に、過酷な米の生産調整の実施、

買入れ制限の強行な ど一連の政策は、

本市のよ うな米単作地帯の農家経済に

極めて大きな犠牲を与えております。

よって政府におかれては、昭和48年

産米価格の決定に当たっては、物価・

労賃の極めて異常な上昇を正 しく 反映

させるとともに、今日の米穀事情をふ

まえた上で、下記事項の実現を図られ

るよ う強く要望し ます。

~ê 

1.基本価格は生産費及び所得補償方式

に基づき、60kg当り13，110円とすること。

2.食糧管理制度を堅持すること。

以上、 地方自治法第99条第2項の規

定によ り意見書を提出する。

昭和48年6月23日

福井県大里子市議会

議長米村喜六
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請願・陳情

3月定例市議会で継続審査となった請

願 l件、陳情3件、 6月定例市議会で新

しく提出された請願・陳情19件は、 各委

員会で審査され委員長から本会議に報告

して、次のように決定しました。

採択したもの

・市道の改良および舗装について

尾永見医長此ド幸雄:タ!-41:f，

・水路のふた架け替えについて

錦町2区長 加藤正雄外5名

・市道の舗装について

庄林区長 土本六左エ門外5名

・市選への編入について

庄林区長 土本六左エ門外5名

・地下水確保について

春日三丁目上区長 山崎次郎外29区長

・小山幼稚園舎建設について

小山幼稚園PTA会長

山田よし 了-タト61名

・西里町住民の保安維持について

西里町区長若山秋俊 について

・市道および団地内舗装について

西里町区長 若山秋俊外93名

・し尿汲取料金の改正について

大野衛生設備株式会社 木 下登外5業者

・国鉄パス白鳥線の存続強化運動貨の助

成について

奥越輸送力協議会会長 高田新左エ門

・入札指名について

福井県建築工業会会長 村中久蔵

・市道への編入について

花房区長 中尾繁嗣タト22名

・国民宿舎の早期建設について

宝慶寺住職 大塚道光外16名

・回野駅自転車小屋設置補助について

田野[乏長 岸本正外3区長

継続審査となったもの

・養鶏団地の位置変更について

富田地区区長会長 ドit~次松外18名

・幼児保育所の建設について

西里町区長 若山秋俊外93名

・県薬剤師会館、公衆衛生研究所建設費

の助成について

福井県薬剤市会会長 片岡泰蔵

・塚原地区 (隣接)に養鶏団地建設反対

塚原区長雨塚忠夫外52名

-養聖書団地建設促進について

大野養鶏団地生産組合

組合長宮沢庄一外7名

-新庄一東中線の早期着工について

開成中PTA会長小原藤雄外21名

・福井県スモンの会への助成について

福井県スモ ンの会会長 田中茂j!-49名

・養鶏団地設置反対について

西富田水道組合長 南正雄

不採択となったもの

-酉皇団地共同浴場の修理焚の助成につ

いて

西里町区長 者山秋俊

0委員会委員の互選について

6月定例市議会の総務委員会におい

て、委員長が辞職されたのに伴ぃ正

.副委員長を次のように互選 した。

0委 員 長 平間源治

0副委員長 奥村忠光


